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 本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民

間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に

伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与すること

を目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 一般社団法人静岡県航空協会所属 

   ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５１－１“ジュニア”型 
（滑空機、単座） 

   ＪＡ２５４９ 
   アンダーシュートによる機体損壊 
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航空事故調査報告書 

 

所    属    一般社団法人 静岡県航空協会 

型    式  ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５１－１“ジュニア”型（滑空機、単座） 

    登録記号  ＪＡ２５４９ 

    事故種類  アンダーシュートによる機体損壊 

    発生日時  平成２６年８月１７日 １２時００分ごろ 

発生場所  静岡県静岡市富士川滑空場付近 

 

                                平成２７年 ３ 月２７日 

                            運輸安全委員会（航空部会）議決 

                            委 員 長  後 藤 昇 弘（部会長） 

                            委   員  遠 藤 信 介 

                         委   員  石 川 敏 行 

                            委   員  田 村 貞 雄 

                            委   員  首 藤 由 紀 

                            委   員  田 中 敬 司 

 

１ 調査の経過 

運輸安全委員会は、平成２６年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故

調査官を指名した。原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報

2.1 飛行の経過  機長及び目撃者の口述によれば、飛行の経過は概
おおむ

ね次のとおりであった。 

（一社）静岡県航空協会所属ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５１－１

“ジュニア”型ＪＡ２５４９は、平成２６年８月１７日（日）、慣熟飛行の

ため静岡県富士川滑空場を飛行機曳
えい

航により１１時４８分ごろ離陸し、１０分

ほど飛行して同滑空場に向けて最終進入を開始した。 

機長は、同滑空場に向けて最終進入中、滑走路手前約７００ｍ、高度約

１５０ｍの位置からエアブレーキを併用したフォワードスリップ*1の練習を

実施した。その後、機長はフォワードスリップの練習を終えるため同機の

バンク角を水平に戻した。滑走路手前３００ｍの地点を通過する際に速度

計を確認したところ１１０km/h を示していた。また、そのときの同機の  

高度は、滑空場の見え方から通常どおりの約６０ｍであり、安定した飛行

姿勢であった。 

機長は、同機のバンク角を水平に維持しながらラダーを操作して機首を

滑走路に向け、エアブレーキを少し開いた。そのとき、下降気流に遭遇し

気流でもまれる
．．．．

ように感じたためエアブレーキを閉じた。しかしながら、

同機は降下率の大きい降下を続けた。機長は失速しないよう降下姿勢を  

維持し、接地の手前でピッチアップを実施したものの、同機はアンダー  

シュートして滑走路手前約１３０ｍの畑に接地した際、機体を損壊した。

同機がアンダーシュートして機体を損壊した時刻は１２時００分ごろで  

あった。 

 目撃者は、事故が発生する約５分前に別の滑空機で同滑空場に着陸し、 

同乗していたクラブ員とともにピストの南１００ｍの位置から、同機が最終
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進入中にフォワードスリップを行っているのを見ていた。 

そのフォワードスリップは、横風（西風成分）に対して逆方向（左）の

バンク角を使用していた。同機は、フォワードスリップを実施後、バンク

角を水平に戻したが、機首が必要以上に西を向いていた。その際、同機の

経路及び高度は通常どおりであった。 

その後、同機は、バンク角を水平に維持しながら滑走路方向に機首を  

向けたと同時に急に沈みが起こり、一気に落ちていった。 

同機には失速に伴うような機体姿勢の変化はなかった。エアブレーキは

１／４から１／２程度開いており、この状態は地上付近まで降下して障害

物により見えなくなるまで続いた。 

 

機長、目撃者の口述に基づく飛行の経過 

2.2 死傷者 なし 

2.3 損壊 航空機の損壊の程度：中破 

・左主翼  前縁部損壊 

・胴体   一部損傷 

・尾翼   一部損傷 

2.4 乗組員等 操縦者 男性 ４６才  

  自家用操縦士技能証明書（滑空機）                 平成２６年４月８日 

限定事項    上級滑空機               平成２６年４月８日 

第２種航空身体検査証明書       有効期限：平成２８年４月２３日 

総飛行時間                           ６６時間５８分 

同型式機による飛行時間                     １２時間１６分 

2.5 航空機等 航空機型式：ＰＺＬ－ビエルスコ式ＳＺＤ－５１－１“ジュニア”型 

製造番号：Ｂ－２１４１、製造年月日：平成７年４月１３日

耐空証明書     第２０１４－４８－０２号、有効期限：平成２７年４月２８日 

耐空類別                         滑空機 実用Ｕ 

事故当時、同機の重量及び重心位置は、いずれも許容範囲内にあったも

のと推定される。 
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2.6  気象 

 

(1)  機長によると、事故当時は、山岳部には雲があったが、同滑空場の付 

近は晴れており、視程良好、ほぼ南風５～７ktであった。 

(2)  目撃者によると、事故の５分前に別の滑空機で同滑空場に着陸した際には、 

南南西の風５～７ktであり、風の乱れが少しあった。 

(3)  同滑空場付近で観測された風向風速（m/sをktに換算）は次のとおりで 

あった。 

観測地点 

 

観測時刻 

清水、標高３ｍ 

（事故現場の南西約１３km） 

平均風向 平均風速/瞬間最大風速 

富士、標高６６ｍ 

（事故現場の北北東約７km） 

平均風向 平均風速/瞬間最大風速 

11:50 南南東   5.4kt / 11.1kt 南  6.2kt / 10.9kt 

12:00 南南東   6.6kt / 11.9kt 南  7.0kt / 11.7kt 

12:10 南南東   5.4kt / 10.7kt 南  6.6kt / 12.1kt 
 

2.7 その他必要な事項 (1)  同機の損壊状況   

機首部、胴体下面及び尾翼下部に軽微な損傷が認められた。 

同機の左主翼は、畑に設置されていた物置（高さ約１ｍの簡易な物置）

に接触し、前縁部を損壊した。 

同機の両主翼端に損傷はなかった。 

操縦系統及びエアブレーキの作動に異常はなかった。 

(2)  事故現場に関する情報 

同機は、機首を滑空場に向け

接地していた。 

尾翼部を畑に１８ｍほど引き

ずった痕跡が残されていた。  

(3)  飛行規程  

同機の飛行規程には、着陸進入

速度、滑空比及び失速について、

以下のとおり記載している。 

着陸進入速度 ：  ９０－１００km/h 

最大滑空比  ：  １：３５（機体重量３３３kg時） 

失速     :  バフェッティングは、７０km/h前後で起こる。 

この場合でも、操縦桿をいっぱいに引いた状態で、 

速度約６８km/hを維持して機首を下げることなく 

飛行することが可能である。 

失速による高度の損失は３０ｍ以下である。 

 

＊1  「フォワードスリップ」とは、横滑りの状態で進入経路を維持するように降下する方法であり、主に滑空機の速度

を増すことなしに高度処理をする方法である。 

 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 あり 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 なし 

 

 

事故現場の状況 
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3.4 判明した事項の 

解析 

 

事故当時、山岳部には雲があったが、同滑空場付近の天候は晴れ、ほぼ

南の風、約５～７ktであった。しかしながら、同機は、機長がフォワード 

スリップの練習を終えた後に下降気流に遭遇し気流でも
．
まれる
．．．

ように感じ、

エアブレーキを閉じる操作をしたにもかかわらず降下率の大きい降下を  

続けたことから、最終進入経路上において下降気流等の気流の乱れに遭遇

した可能性が考えられる。 

同機の降下は、機長がバンク角を水平に維持しながらラダーを操作して

機首を滑走路に向け、エアブレーキを少し開いた際に生じていることから、

ラダー操作により横滑りが生じたこと、あるいはエアブレーキの開きにより

空気抵抗が増加したことが関与した可能性が考えられる。 

これらのことから、同機の降下は、気流の乱れに遭遇したこと、機長の

ラダー操作により横滑りが生じたこと、又はエアブレーキの開きにより  

空気抵抗が増加したことのいずれかが単独で又はそれらが複合的に関与した

可能性が考えられる。 

なお、同機は、機長が降下中にエアブレーキを閉じる操作をしたと口述

しているものの、目撃者の口述からエアブレーキは開いていたものと推定

され、このエアブレーキの開きにより空気抵抗が増加した状態であったため、

機長が接地の手前にピッチアップを実施したものの、高度を維持することが

できなかった可能性が考えられる。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が最終進入中、降下率の大きい降下を続けたため、アンダーシュートして滑走路の

手前の畑に接地し、機体を損壊したものと推定される。 

降下率の大きい降下を続けたことについては、気流の乱れに遭遇したこと、ラダー操作により 

横滑りしたこと、又はエアブレーキの開きにより空気抵抗が増加したことのいずれかが単独で又は

それらが複合的に関与した可能性が考えられる。 

 


